
　身体障がい者等に係る減免は、障がいの区分等一定の要件に該当する方が自動車を所有し、申請を
されることにより適用されます。申請期限を過ぎると、減免が受けられませんのでご注意ください。
　普通自動車と軽自動車のどちらか1台に限り減免を受けることができます。
　また、普通自動車と軽自動車で申請窓口が異なりますので、確認のうえ、申請してください。

（4月1日現在、次のいずれかに該当する場合で一定の要件を満たされた方）
●身体障害者手帳の交付を受けている人
● 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
● 療育手帳 A、A1若しくは A2の交付を受けている人

上記①に該当する本人又は同一生計者が軽自動車を所有し、一定の要件に該当する軽自動車
※減免の対象となる等級など詳しくは、役場窓口税務課の税務係までお問い合わせください。
※既に減免を受けている場合も、毎年度申請が必要となります。

（前年度に減免を受けている方については、4月上
旬に軽自動車税種別割減免申請書を送付します。）

身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車（軽自動車を除く。）の
「令和3年度自動車税種別割の減免申請臨時窓口」を次のとおり開設しますので、ご利用ください。
期　日：令和 3 年 3月3日（水）・9日（火）
時　間：午前 9 時 30 分～午後 3 時30 分
場　所：可茂総合庁舎 1 階　1-1会議室 (美濃加茂市古井町下古井 2610－1)
　 　　　なお、中濃県税事務所、自動車税事務所及び各県税事務所でも、受付を行っています。

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
● 岐阜県中濃県税事務所　☎ 0575-33-4011（代）内線 272, 273 
● 岐阜県自動車税事務所　☎ 058-279-3781
● 岐 阜 県 総 務 部 税 務 課　☎ 058-272-1111（代）内線 2197

　「さかほぎなう」は坂祝町で頑張っている方をお招き
し紹介する、地元応援番組です。この番組を聞いてくれ
た皆さんが元気になって、より坂祝町を愛してくれるこ
とを目的に行っています
　坂祝町でボランティア活動・飲食店等をされており PR
をしたい方はぜひ出演してみませんか？
　例としては、始めようとしたきっかけ・どんな活動を

しているか等自分が PRしたいことを話していただいて構いません。少しでも坂祝町の良さをア
ピールすることができる場でありたいと考えています。多くの皆様のご応募お待ちしております！！
坂祝町で頑張っている方が出演しておりますので皆様ぜひおききください。
※月1 回の番組となっておりますので希望の月に出演していただくことができない場合がありま
すのでご了承ください。

　来年度に向けたさかほぎ軽トラ朝市の準備を始めています。
　朝市の企画・運営に携わっていただける方を募集します。
一緒にさかほぎ軽トラ朝市を盛り上げませんか。

　2 月初旬に自治会回覧にて、3月 7日開催予定の「第 3 回さかほぎ軽トラ朝市」の出店者募集をさせ
ていただきましたが、「コロナ感染症の緊急事態宣言」の延長に伴い中止することにいたしました。
令和３年度もさかほぎ軽トラ朝市の開催を予定しています。
　ご理解いただきますようよろしくお願いします。

■ 募集期間：令和 3 年 3月 31日（水）まで
■ 内　　容：朝市の企画、周知、当日の運営等（年 3 回予定）
■ 募集人数：10人程度
■ 活動期間：令和 3 年 4 月から令和 4 年 3月まで
■ 報　　酬：なし
■ 応募条件：朝市を通して坂祝町の農作物等の消費拡大、地産地消、観光等振興を図ることに意欲のある方


